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最低制限価格及び低入札調査基準価格

【対象工事】
５千万円未満最低制限価格、５千万円以上低入札調査基
準価格

【範囲】
予定価格の7.5/10～9.2/10
(下記の式により算定した割合が9.2/10を超える場合は
9.2/10とし、7.5/10に満たない場合は7.5/10とする)

【計算式】
・直接工事費×０.９７
・共通仮設費×０.９０
・現場管理費×０.９０ 合計額×１.１０
・一般管理費×０.５５

低入札調査における失格判断基準

【計算式】
基準価格以下で①または②の合計額以下の入札は失格と
なる。
①直接工事費
・直接工事費×０.９０

②その他(共通仮設費・現場管理費・一般管理費)
・共通仮設費×０.８０
・現場管理費×０.８０ 合計額
・一般管理費×０.３０

最低制限価格及び低入札調査基準価格

【対象工事】
５千万円未満最低制限価格、５千万円以上低入札調査基準
価格

【範囲】
予定価格の7.5/10～ 9.2/10 
(下記の式により算定した割合が9.2/10を超える場合は
9.2/10とし、7.5/10に満たない場合は7.5/10とする)

【計算式】
・直接工事費×０.９７
・共通仮設費×０.９０
・現場管理費×０.９０ 合計額×１.１０
・一般管理費×０.６８

低入札調査における失格判断基準

【計算式】
基準価格以下で①または②の合計額以下の入札は失格とな
る。
①直接工事費
・直接工事費×０.９０

②その他(共通仮設費・現場管理費・一般管理費)
・共通仮設費×０.８０
・現場管理費×０.８０ 合計額
・一般管理費×０.３０


